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１章 基準適合性 
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

安全機能を有する施設について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査

指針との比較及び当該指針を踏まえたこれまでの許認可実績により，事業指

定基準規則第４条において追加された又は明確化された要求事項を整理する。 

（第１表） 
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
４

条
と

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

比
較

表
（

１
／

５
）

 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
４

条
（

閉
じ

込
め

の
機

能
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

放
射

性
物

質
を

限
定

さ
れ

た
区

域
に

適
切

に
閉

じ
込

め
る

こ
と

が
で

き
る

も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
解

釈
）

 

１
 

第
４

条
に

規
定

す
る

「
限

定
さ

れ
た

区
域

に
適

切

に
閉

じ
込

め
る

」
と

は
、

放
射

性
物

質
を

系
統

若
し

く

は
機

器
に

閉
じ

込
め

る
こ

と
、

又
は

漏
え

い
し

た
場

合

に
お

い
て

も
、

セ
ル

等
若

し
く

は
構

築
物

内
の

区
域

に

保
持

す
る

こ
と

を
い

う
。

２
 

第
４

条
の

規
定

に
つ

い
て

は
以

下
の

各
号

に
掲

げ

る
措

置
を

考
慮

す
る

こ
と

。

一
 

放
射

性
物

質
を

収
納

す
る

系
統

及
び

機
器

は
、

放

射
性

物
質

の
漏

え
い

を
防

止
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。

ま
た

、
使

用
す

る
化

学
薬

品
等

に
対

し
て

適
切

な

腐
食

対
策

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。

（
指

針
４

）
 

 
再

処
理

施
設

は
、

以
下

の
対

策
を

講
ず

る
こ

と
に

よ

り
、

放
射

性
物

質
を

限
定

さ
れ

た
区

域
に

閉
じ

込
め

る

機
能

を
有

す
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

1
.

放
射

性
物

質
を

収
納

す
る

系
統

及
び

機
器

は
、

放

射
性

物
質

が
漏

洩
し

難
い

構
造

で
あ

る
こ

と
。

ま
た

、

使
用

す
る

化
学

薬
品

等
に

対
し

て
適

切
な

腐
食

対
策

が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

（
解

説
）

1
.
「

放
射

性
物

質
を

収
納

す
る

系
統

及
び

機
器

」
と

は
、

気
体

状
、

液
体

状
及

び
固

体
状

の
全

て
の

性
状

の

放
射

性
物

質
を

収
納

す
る

系
統

及
び

機
器

を
い

う
。

2
.
「

放
射

性
物

質
が

漏
洩

し
難

い
構

造
」

と
は

、
放

射

性
物

質
が

収
納

さ
れ

て
い

る
系

統
及

び
機

器
か

ら
、

周

辺
環

境
又

は
雰

囲
気

中
に

漏
洩

し
難

い
構

造
を

い
い

、

放
射

性
気

体
廃

棄
物

又
は

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
計

画

的
に

放
出

す
る

場
合

を
含

ま
な

い
。

変
更

無
し
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
４

条
と

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

比
較

表
（

２
／

５
）

 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
４

条
（

閉
じ

込
め

の
機

能
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

（
解

釈
）

 

二
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含

む
溶

液
及

び
粉

末
並

び
に

高

レ
ベ

ル
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

内
蔵

す
る

系
統

及
び

機

器
は

、
原

則
と

し
て

、
セ

ル
等

に
収

納
さ

れ
る

こ
と

。

ま
た

、
セ

ル
等

は
、

液
体

状
の

放
射

性
物

質
が

漏
え

い

し
た

場
合

に
、

そ
の

漏
え

い
を

感
知

し
、

漏
え

い
の

拡

大
を

防
止

す
る

と
と

も
に

漏
え

い
し

た
放

射
性

物
質

を

安
全

に
移

送
及

び
処

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
で

あ

る
こ

と
。

（
解

釈
）

 

三
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含

む
溶

液
及

び
高

レ
ベ

ル
放

射

性
液

体
廃

棄
物

を
内

蔵
す

る
系

統
及

び
機

器
、

ウ
ラ

ン

を
非

密
封

で
大

量
に

取
り

扱
う

系
統

、
機

器
、

セ
ル

等

並
び

に
こ

れ
ら

を
収

納
す

る
構

築
物

は
、

以
下

に
掲

げ

る
事

項
を

満
足

す
る

換
気

系
統

を
有

す
る

こ
と

。

①
換

気
系

統
は

、
放

射
性

物
質

の
漏

え
い

を
防

止
で

き
る

設
計

で
あ

り
、

か
つ

逆
流

を
防

止
で

き
る

設
計

で

あ
る

こ
と

。

（
指

針
４

）
 

2
.

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含

む
溶

液
、

粉
末

及
び

高
レ

ベ

ル
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

内
蔵

す
る

系
統

及
び

機
器

は
、

原
則

と
し

て
、

セ
ル

等
に

収
納

さ
れ

る
こ

と
。

セ
ル

等
は

、
液

体
状

の
放

射
性

物
質

が
漏

洩
し

た
場

合
に

、
そ

の
漏

洩
を

検
知

し
、

漏
洩

の
拡

大
を

防
止

す
る

と
と

も
に

漏
洩

し
た

放
射

性
物

質
を

安
全

に
移

送
及

び
処

理
す

る
こ

と
が

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ

と
。

（
解

説
）

3
.
「

セ
ル

等
」

と
は

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
セ

ル
、

グ
ロ

ー
ブ

ボ
ッ

ク
ス

及
び

こ
れ

ら
と

同
等

の
閉

じ
込

め
の

機
能

を
有

す
る

施
設

を
い

う
。

（
指

針
４

）
 

3
.

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含

む
溶

液
及

び
高

レ
ベ

ル
放

射

性
液

体
廃

棄
物

を
内

蔵
す

る
系

統
及

び
機

器
、

ウ
ラ

ン
を

非
密

封
で

大
量

に
取

り
扱

う
系

統
及

び
機

器
、

セ
ル

等
並

び
に

こ
れ

ら
を

収
納

す
る

構
築

物
は

、
以

下
の

事
項

を
満

足
す

る
換

気
系

統
を

有
す

る
こ

と
。

(
1
)

換
気

系
統

は
、

放
射

性
物

質
が

漏
洩

し
難

く
、

か
つ

逆
流

し
難

い
構

造
で

あ
る

こ
と

。

前
記

の
と

お
り
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
４

条
と

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

比
較

表
（

３
／

５
）

 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
４

条
（

閉
じ

込
め

の
機

能
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

（
解

釈
）

 

②
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
を

含
む

溶
液

及
び

高
レ

ベ
ル

放
射

性
液

体
廃

棄
物

を
内

蔵
す

る
系

統
及

び
機

器
、

ウ
ラ

ン

を
非

密
封

で
大

量
に

取
り

扱
う

系
統

、
機

器
、

セ
ル

等

並
び

に
こ

れ
ら

を
収

納
す

る
構

築
物

は
、

原
則

と
し

て
、

換
気

機
能

に
よ

り
常

時
負

圧
に

保
た

れ
て

い
る

こ

と
。

ま
た

、
そ

れ
ぞ

れ
の

気
圧

は
、

原
則

と
し

て
、

構

築
物

、
セ

ル
等

、
系

統
及

び
機

器
の

順
に

低
く

す
る

こ

と
。

③
換

気
系

統
に

は
、

フ
ィ

ル
タ

、
洗

浄
塔

等
の

放
射

性
物

質
を

除
去

す
る

た
め

の
系

統
及

び
機

器
が

適
切

に

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

（
解

釈
）

 

④
上

記
２

三
③

の
「

放
射

性
物

質
を

除
去

す
る

た
め

の

系
統

及
び

機
器

が
適

切
に

設
け

ら
れ

て
い

る
」

と
は

、

原
則

と
し

て
、

以
下

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
が

満
足

さ

れ
る

よ
う

、
換

気
系

統
が

設
計

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

い

う
。

（
指

針
４

）
 

(
2
)

換
気

系
統

に
よ

り
、

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

を
含

む
溶

液
及

び
高

レ
ベ

ル
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

内
蔵

す
る

系
統

及
び

機
器

、
ウ

ラ
ン

を
非

密
封

で
大

量
に

取
り

扱
う

系
統

及
び

機
器

、
セ

ル
等

並
び

に
こ

れ
ら

を
収

納
す

る
構

築
物

は
、

原
則

と
し

て
、

常
時

負
圧

に
保

た
れ

て
い

る
こ

と
。

ま
た

、
そ

れ
ぞ

れ
の

気
圧

は
、

原
則

と
し

て
、

構
築

物
、

セ
ル

等
、

系
統

及
び

機
器

の
順

に
低

く
す

る
こ

と
。

(
3
)

換
気

系
統

に
は

、
フ

ィ
ル

タ
、

洗
浄

塔
等

の
放

射
性

物
質

を
除

去
す

る
た

め
の

系
統

及
び

機
器

が
適

切
に

設
け

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

（
解

説
）

4
.
「

換
気

系
統

」
に

は
、

給
気

口
の

フ
ィ

ル
タ

、
逆

止
弁

、
ダ

ク
ト

、
洗

浄
塔

、
フ

ィ
ル

タ
、

排
風

機
、

主
排

気
筒

等
を

含
む

。

（
解

説
）

 

5
.
「

放
射

性
物

質
を

除
去

す
る

た
め

の
系

統
及

び
機

器
が

適
切

に
設

け
ら

れ
て

い
る

」
と

は
、

次
の

原
則

が
満

足
さ

れ
る

よ
う

、
換

気
系

統
が

設
計

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

い
う

。

前
記

の
と

お
り
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
４

条
と

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

比
較

表
（

４
／

５
）

 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
４

条
（

閉
じ

込
め

の
機

能
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

（
解

釈
）

 

イ
運

転
時

及
び

停
止

時
に

お
い

て
は

、
公

衆
の

線
量

が
合

理
的

に
達

成
で

き
る

限
り

低
く

な
る

よ
う

に
、

放

射
性

物
質

を
含

む
気

体
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

フ

ィ
ル

タ
、

洗
浄

塔
等

に
よ

っ
て

低
減

さ
せ

た
後

、
十

分

な
拡

散
効

果
を

有
す

る
排

気
筒

か
ら

放
出

す
る

こ
と

。

ロ
放

射
性

物
質

を
含

む
気

体
が

上
記

イ
の

低
減

効
果

を
持

つ
系

統
及

び
機

器
を

経
ず

に
環

境
中

へ
放

出
さ

れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

、
負

圧
維

持
、

換
気

系
統

外
へ

の

漏
え

い
防

止
及

び
逆

流
防

止
の

機
能

が
確

保
さ

れ
て

い

る
こ

と
。

た
だ

し
、

核
種

に
よ

っ
て

、
そ

の
放

出
に

伴

う
公

衆
の

線
量

が
、

合
理

的
に

達
成

で
き

る
限

り
低

い

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
は

な

い
。

ハ
同

様
に

放
出

に
よ

る
公

衆
の

線
量

が
合

理
的

に
達

成
で

き
る

限
り

低
い

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

主
排

気
筒

の
み

な
ら

ず
、

局
所

的
な

排
気

筒
か

ら

の
放

出
も

許
容

さ
れ

る
。

（
解

説
）

 

 
平

常
時

に
お

い
て

は
、

一
般

公
衆

の
線

量
が

合
理

的

に
達

成
で

き
る

限
り

低
く

な
る

よ
う

に
、

放
射

性
物

質

を
含

む
気

体
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

フ
ィ

ル
タ

、

洗
浄

塔
等

に
よ

っ
て

低
減

さ
せ

た
後

、
十

分
な

拡
散

効

果
を

有
す

る
排

気
筒

か
ら

放
出

す
る

こ
と

。
こ

の
た

め
、

放
射

性
物

質
を

含
む

気
体

が
こ

れ
ら

の
低

減
効

果

を
持

つ
系

統
及

び
機

器
を

経
ず

に
環

境
中

へ
放

出
さ

れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

、
負

圧
維

持
、

換
気

系
統

外
へ

の

漏
洩

防
止

及
び

逆
流

防
止

の
機

能
が

確
保

さ
れ

て
い

る

必
要

が
あ

る
。

た
だ

し
、

核
種

に
よ

っ
て

、
そ

の
放

出

に
伴

う
一

般
公

衆
の

線
量

当
量

が
、

合
理

的
に

達
成

で

き
る

限
り

低
い

と
判

断
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

こ

の
限

り
で

は
な

い
。

ま
た

、
同

様
に

放
出

に
よ

る
一

般

公
衆

の
線

量
が

合
理

的
に

達
成

で
き

る
限

り
低

い
と

判

断
さ

れ
る

場
合

に
お

い
て

は
、

主
排

気
筒

の
み

な
ら

ず
、

局
所

的
な

排
気

筒
か

ら
の

放
出

も
許

容
さ

れ
る

。
 

前
記

の
と

お
り
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
４

条
と

再
処

理
施

設
安

全
審

査
指

針
 

比
較

表
（

５
／

５
）

 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
４

条
（

閉
じ

込
め

の
機

能
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

（
解

釈
）

 

ニ
設

計
基

準
事

故
時

に
お

い
て

も
可

能
な

限
り

上
記

ロ
の

負
圧

維
持

、
換

気
系

統
外

へ
の

漏
え

い
防

止
及

び

逆
流

防
止

の
機

能
が

確
保

さ
れ

る
よ

う
設

計
さ

れ
て

い

る
こ

と
。

ホ
設

計
基

準
事

故
時

に
お

い
て

、
一

部
の

換
気

系
統

の
機

能
が

損
な

わ
れ

て
も

、
再

処
理

施
設

全
体

と
し

て

は
、

換
気

系
統

の
機

能
が

維
持

さ
れ

、
公

衆
に

対
し

て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え

な
い

よ
う

、

十
分

な
気

体
の

閉
じ

込
め

の
機

能
が

確
保

さ
れ

て
い

る

こ
と

。

（
解

説
）

 

 
設

計
基

準
事

象
想

定
時

に
お

い
て

も
可

能
な

限
り

前

述
の

負
圧

維
持

、
換

気
系

統
外

へ
の

漏
洩

防
止

及
び

逆

流
防

止
の

機
能

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

設
計

さ
れ

て
い

る

必
要

が
あ

る
。

た
だ

し
、

設
計

基
準

事
象

想
定

時
に

お

い
て

、
一

部
の

換
気

系
統

に
つ

い
て

、
こ

れ
ら

の
機

能

が
損

な
わ

れ
る

こ
と

が
あ

っ
て

も
、

再
処

理
施

設
全

体

と
し

て
み

た
と

き
に

は
、

こ
れ

ら
の

機
能

が
維

持
さ

れ
、

一
般

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ

ス
ク

を
与

え
な

い
よ

う
、

十
分

な
気

体
の

閉
じ

込
め

の

機
能

が
確

保
さ

れ
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

前
記

の
と

お
り
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事業指定基準規則第４条と許認可実績・適合方針との比較表（1/7） 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

第四条 安全機能を有する施設は、放射性物質を限定された

区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならな

い。 

再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第４条（閉じ込めの機能） 

１ 第４条に規定する「限定された区域に適切に閉じ込め

る」とは、放射性物質を系統若しくは機器に閉じ込め

ること、又は漏えいした場合においても、セル等若し

くは構築物内の区域に保持することをいう。 

２ 第４条の規定については以下の各号に掲げる措置を考

慮すること。 

一 放射性物質を収納する系統及び機器は、放射性物質の

漏えいを防止できる設計であること。また、使用する

化学薬品等に対して適切な腐食対策が講じられている

こと。 

ロ．再処理施設の一般構造

(３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造

再処理施設は，次の方針に基づき放射性物質を限定

された区域に閉じ込める機能を有する設計を行う。 

添付書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

再処理施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ

込めるために，放射性物質を内蔵する系統及び機器

は，腐食し難く，漏えいし難い構造とするとともに，

セル，グローブ ボックス及びこれらと同等の閉じ込

め機能を有する施設（以下「セル等」という。）又は

室に収納する設計とする。

さらに，放射性物質を内蔵する系統及び機器，セル

等及び室並びにセル等及び室を収納する構築物は，気

体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計とす

る。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合

には，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計と

する。 

ロ．再処理施設の一般構造

(ⅰ) 放射性物質を内蔵する系統及び機器は，放射性物質が

漏えいし難い構造とし，適切な腐食対策を講ずる設計と

する。 

添付書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

(１) 放射性物質を内蔵する系統及び機器は，取り扱う放射

性物質，化学薬品及び圧力，温度等各種の条件を考慮し

てステンレス鋼，ジルコニウム等の腐食し難い材料を使

用するとともに，腐食代を考慮する設計とする。さら

に，溶接構造，異材継手等により接続し放射性物質が漏

えいし難い設計とする。

なお，以下の基本方針により材料選定，異種材料の接

続を行う。 

a. 材料選定の基本方針

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱う系統及び機器

は，ステンレス鋼を使用し，常圧沸騰状態で比較的硝酸

濃度の高い溶液を取り扱う場合にはジルコニウムを使用

する。 

b. 異種材料の接続の基本方針

ジルコニウムとステンレス鋼との接続は，爆着接合法

等による異材継手，フランジ継手，水封を使用する。 

ロ．再処理施設の一般構造

(３) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造

安全機能を有する施設は，放射性物質を系統若しく

は機器に閉じ込める，又は漏えいした場合において

も，セル，グローブボックス及びこれらと同等の閉じ

込め機能を有する施設（以下「セル等」という。）若

しくは建屋内に保持し，放射性物質を限定された区域

に閉じ込める設計とする。 

放射性物質を限定された区域に閉じ込めるための機

能に係る再処理施設の設計の基本方針を以下のとおり

とする。 

添付書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された

区域に閉じ込めるために，放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難く，漏えいし難い構造とすると

ともに，セル，グローブボックス及びこれらと同等の

閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」とい

う。）又は室に収納する設計とする。また，粉末状の

放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統

及び機器内で取り扱う設計とする。 

さらに，放射性物質を内包する系統及び機器，セル

等及び室並びにセル等及び室を収納する建屋は，気体

廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計とする。

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に

は，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

る。 

ロ．再処理施設の一般構造

(ⅰ) 放射性物質を内包する系統及び機器は，放射性物質が

漏えいし難い構造とする。また，使用する化学薬品等を

考慮し，腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろ

を確保する設計とする。 

添付書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

(１) 放射性物質を内包する系統及び機器は，使用する化

学薬品，取り扱う放射性物質，圧力及び温度並びに保守

及び修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，ジルコニウム

その他の腐食し難い材料を使用するとともに，腐食しろ

を確保する設計とする。さらに，溶接構造，爆着接合法

による異材継手，フランジ継手及び水封により接続する

ことにより，放射性物質が漏えいし難い設計とする。

また，以下の基本方針により材料選定及び異種材料

の接続を行う。 

a. 材料選定の基本方針

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱う系統及び機器

は，ステンレス鋼を使用し，常圧沸騰状態で比較的硝酸

濃度の高い溶液を取り扱う場合にはジルコニウムを使用

する。 

b. 異種材料の接続の基本方針

ジルコニウムとステンレス鋼との接続は，爆着接合

法による異材継手，フランジ継手及び水封を使用する。 

事業指定基準規則は，再処理施設安全審査指針を踏まえたも

のであり，新たに追加された要求事項はない。 

したがって，当該規則に沿って本文記載事項を修正したとし

ても，記載の明確化に留まる。 

本文ロ．項については，記載の明確化として，既許可申請書

添付書類六の記載に沿って「放射性物質を限定された区域に

適切に閉じ込めること」及び「放射性物質が漏えいし難い構

造」並びに「適切な腐食対策」の具体的な記載を反映してい

る。 

上記を踏まえ，適合方針では、記載の明確化を実施する。 

「放射性物質を限定された区域に閉じ込めること」の具体的

な記載として「粉末状の放射性物質を非密封で取り扱う場

合」について追記する。 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

既許可においては再処理施設と表現されていたが，規則に合

わせ安全機能を有する施設と記載（記載の適正化「内容の明

確化」） 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

限定された区域に閉じ込めると表現されていたが，具体的

に，系統若しくは機器に閉じ込める，又は漏えいした場合に

おいても，セル等若しくは建屋内に保持する旨を記載 

【記載の適正化（用語・接続詞等の統一、添付書類記載内容

の取り込み）】 

規則に合わせ，使用する化学薬品等を追記とともに．適切な

腐食対策の具体化として，添付書類六 1.4に記載していた事

項を本文に記載 
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事業指定基準規則第４条と許認可実績・適合方針との比較表（2/7） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   なお，フランジ継手は，セル外において異種材料の接

続を行う場合に用いる。また，水封は，保守が必要なセ

ル内の機器の気相部の接続に用いる。 

 

 

 

(４) 再処理施設の閉じ込めは，取り扱う放射性物質の種

類，性状（気体，液体及び固体）に応じて設計する。 

 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，燃料取出

しピット，燃料貯蔵プール等にステンレス鋼を内張りす

る等プール水が漏えいし難い構造とするとともに，万一

燃料貯蔵プール水が漏えいした場合でもプール水の漏え

いを検知し安全に処置できる設計とする。 

 

 

 ｂ．再処理設備本体 

   せん断処理施設は，せん断粉末が漏えいし難い設計と

する。 

   溶解施設，分離施設，精製施設及び脱硝施設の放射性

物質を内蔵する系統及び機器は，腐食し難い材料を用

い，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全

に処置できる設計とする。 

酸及び溶媒の回収施設の放射性物質を内蔵する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，蒸発缶

は減圧下で蒸発を行い運転温度を低くすることにより，

腐食し難い環境とし，さらに，溶接構造等により漏えい

し難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置でき

る設計とする。 

 ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラ

ス固化廃ガス処理設備及び塔槽類廃ガス処理設備の放射

性物質を内蔵する系統及び機器は，腐食し難い材料を用

い，漏えいし難い構造とし，気体状の放射性物質の漏え

いの拡大を防止し安全に処置できる設計とする。また，

これらの設備は気体状の放射性物質が漏えいし難く，か

つ，逆流し難い設計とする。 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より

負圧に維持できる設計とし，汚染の程度の低い区域から

高い区域に空気を流すことのできる設計とする。 

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する系統及

び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，高レベル

廃液濃縮缶は減圧下で蒸発を行い運転温度を低くするこ

とにより，腐食し難い環境とし，さらに，溶接構造等に

より漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全

に処置できる設計とする。 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する系統及

び機器は，腐食し難い材料を用い，漏えいし難い構造と

し，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

る。 

(ｃ) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放射性物質を内蔵す

る系統及び機器は，腐食し難い材料を用い，漏えいし難

い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

フランジ継手は，セル外において異種材料の接続を

行う場合に用いる。また，水封は，保守が必要なセル内

の機器の気相部の接続に用いる。 

(5) ウランを含む粉末，焼却灰その他の粉末状の放射性物

質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統及び機器

内で取り扱う設計とする。 

(6) 安全機能を有する施設の閉じ込めは，取り扱う放射性

物質の種類及び性状（気体，液体及び固体）に応じて設

計する。 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出しピ

ット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，チャンネル

ボックス・バーナブルポイズン取扱ピット，燃料移送水

路及び燃料送出しピットは，ステンレス鋼を内張りする

ことによりプール水が漏えいし難い構造とするととも

に，万一燃料貯蔵プール水が漏えいした場合でもプール

水の漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。 

ｂ．再処理設備本体 

せん断処理施設は，せん断粉末が漏えいし難い設計と

する。 

 溶解施設，分離施設，精製施設及び脱硝施設の放射性

物質を内包する系統及び機器は，腐食し難い材料を用い

るとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防

止し安全に処置できる設計とする。 

 酸及び溶媒の回収施設の放射性物質を内包する系統及

び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし

難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる

設計とする。また，酸及び溶媒の回収施設の蒸発缶は，

減圧下で蒸発を行い運転温度を低くすることにより，腐

食し難い環境とする設計とする。 

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レベル廃液ガラ

ス固化廃ガス処理設備及び塔槽類廃ガス処理設備の放射

性物質を内包する系統及び機器は，腐食し難い材料を用

いるとともに，漏えいし難い構造とし，気体状の放射性

物質の漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

る。また，これらの設備は気体状の放射性物質の漏えい

及び逆流を防止する設計とする。 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域より

負圧に維持できる設計とし，汚染の程度の低い区域から

高い区域に空気を流すことのできる設計とする。 

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統及

び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし

難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる

設計とする。また，高レベル廃液処理設備の高レベル廃

液濃縮缶は，減圧下で蒸発を行い運転温度を低くするこ

とにより，腐食し難い環境とする設計とする。 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統及

び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏えいし

難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる

設計とする。 

(ｃ) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放射性物質を内包す

る系統及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，

漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処

置できる設計とする。 
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事業指定基準規則第４条と許認可実績・適合方針との比較表（3/7） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
二 プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射

性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器は、原則とし

て、セル等に収納されること。また、セル等は、液体

状の放射性物質が漏えいした場合に、その漏えいを感

知し、漏えいの拡大を防止するとともに漏えいした放

射性物質を安全に移送及び処理することができる設計

であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ⅱ) プルトニウムを含む溶液，粉末及び高レベル放射性液

体廃棄物（以下｢高レベル廃液｣という｡)を内蔵する系統

及び機器は，原則としてセル等に収納する設計とする。 

(ⅲ) セル等は，液体状の放射性物質が漏えいした場合に，

その漏えいを検知し，漏えいの拡大を防止するととも

に，漏えいした放射性物質を安全に移送及び処理するこ

とができる設計とする。 

 

 

 

 

添付書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

再処理施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ

込めるために，放射性物質を内蔵する系統及び機器

は，腐食し難く，漏えいし難い構造とするとともに，

セル，グローブ ボックス及びこれらと同等の閉じ込

め機能を有する施設（以下「セル等」という。）又は

室に収納する設計とする。 

 

 

さらに，放射性物質を内蔵する系統及び機器，セル

等及び室並びにセル等及び室を収納する構築物は，気

体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計とす

る。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合

には，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計と

する。 

(２) 放射性物質を内蔵する系統及び機器は，その性状に

応じてセル等又は室に適切に収納する設計とする。プ

ルトニウムを含む溶液, 粉末及び高レベル放射性液体

廃棄物を内蔵する系統及び機器は, 原則として, セル

等に収納する。液体状の放射性物質を内蔵する系統及

び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏

えい液受皿を設置する。万一液体状の放射性物質がセ

ル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏え

いを検知するとともに，スチーム ジェット ポンプ，

ポンプ又は重力流により漏えいした液の性状に応じて

定めた移送先に移送し処理できる設計とする。 

 

 

 

 

 

なお，液体状の放射性物質を内蔵する系統及び機器

を設置する室の床には，受皿を設置するとともに，万

一液体状の放射性物質が漏えいした場合には，漏えい

を検知し漏えいした液の移送及び処理ができる設計と

する。 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあ

るか又は有機溶媒を含む漏えいした液がｎ－ドデカン

の引火点に達するおそれのあるセル等については，漏

えいを検知するための漏えい検知装置を多重化し，万

一外部電源が喪失した場合でも，漏えいした液を確実

に移送するために，スチーム ジェット ポンプを使用

する場合の蒸気は，その他再処理設備の附属施設の安

全蒸気系に，ポンプを使用する場合の電源は，非常用

所内電源系統に接続する設計とする。また，ポンプ

は，多重化するか，万一故障しても漏えいした液が沸

騰に至らない間に修理又は交換できる設計とする。 

精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設のウ

ラン・プルトニウム混合脱硝設備には，通常の運転状

態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム

及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度

以上のプルトニウムを含む溶液を内蔵する機器から，

ロ．再処理施設の一般構造 

(ⅱ) プルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射

性液体廃棄物（以下｢高レベル廃液｣という｡)を内包する

系統及び機器は，原則として，セル等に収納する設計と

する。液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を収

納するセル等の床にはステンレス鋼製の漏えい液受皿を

設置し，液体状の放射性物質がセル等に漏えいした場合

は，漏えい検知装置により検知し，漏えいの拡大を防止

するとともに，漏えいした液の性状に応じて定めた移送

先に移送し処理できる設計とする。 

 

 

添付書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された

区域に閉じ込めるために，放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難く，漏えいし難い構造とすると

ともに，セル，グローブボックス及びこれらと同等の

閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」とい

う。）又は室に収納する設計とする。また，粉末状の

放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統

及び機器内で取り扱う設計とする。 

さらに，放射性物質を内包する系統及び機器，セル

等及び室並びにセル等及び室を収納する建屋は，気体

廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計とする。

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に

は，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

る。 

(２) 放射性物質を内包する系統及び機器は，その性状に

応じてセル等又は室に適切に収納する設計とする。プ

ルトニウムを含む溶液及び粉末並びに高レベル放射性

液体廃棄物（以下「高レベル廃液」という。）を内包

する系統及び機器は，分析のため少量を取り扱う場合

や，ウラン・プルトニウム混合酸化物（ＵＯ２・Ｐｕ

Ｏ２，以下「ＭＯＸ」という。）粉末を封入した混合

酸化物貯蔵容器を取り扱う場合を除き，セル等に収納

する設計とする。液体状の放射性物質を内包する系統

及び機器を収納するセル等の床にはステンレス鋼製の

漏えい液受皿を設置し，万一液体状の放射性物質がセ

ル等に漏えいした場合は，漏えい検知装置により漏え

いを検知し，漏えいの拡大を防止するとともに，スチ

ームジェットポンプ，ポンプ又は重力流により漏えい

した液の性状に応じて定めた移送先に移送し処理でき

る設計とする。 

液体状の放射性物質を内包する系統及び機器を設置

する室の床には漏えい液受皿を設置し，万一液体状の

放射性物質が漏えいした場合は，漏えいを検知し，漏

えいの拡大を防止するとともに，漏えいした液の移送

及び処理ができる設計とする。 

漏えいした液の発熱量が大きく，沸騰のおそれがあ

るか又はＴＢＰ，ｎ－ドデカン及びこれらの混合物

（以下「有機溶媒」という。）を含む漏えいした液が

ｎ－ドデカンの引火点に達するおそれのあるセル等に

ついては，漏えいを検知するための漏えい検知装置を

多重化し，万一外部電源が喪失した場合でも漏えいし

た液を確実に移送するために，スチームジェットポン

プを使用する場合の蒸気は，その他再処理設備の附属

施設の安全蒸気系に，ポンプを使用する場合の電源

は，非常用所内電源系統に接続する設計とする。ま

た，ポンプは，多重化するか，万一故障しても漏えい

した液が沸騰に至らない間に修理又は交換できる設計

とする。 

精製施設のプルトニウム精製設備及び脱硝施設のウ

ラン・プルトニウム混合脱硝設備には，通常の運転状

態において硝酸プルトニウム並びに硝酸プルトニウム

事業指定基準規則は，再処理施設安全審査指針を踏まえたも

のであり，新たに追加された要求事項はない。 

 

したがって，当該規則に沿って本文記載事項を修正したとし

ても，記載の明確化に留まる。 

 

本文ロ．項については，記載の明確化として，既許可申請書

添付書類六の記載に沿って「原則としてセル等に収納する」

及び「漏えいの拡大防止」並びに「漏えいした放射性物質を

安全に移送及び処理」の具体的な記載を反映している。 

 

上記を踏まえ，適合方針では、記載の明確化を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（用語・接続詞等の統一、添付書類記載内容

の取り込み）】 

漏えいの拡大防止の具体化として，添付書類六 1.4に記載し

ていた事項を本文に記載 

 

【記載の適正化（用語・接続詞等の統一、添付書類記載内容

の取り込み）】 

漏えいした放射性物質を安全に移送及び処理の具体化とし

て，添付書類六 1.4に記載していた事項を本文に記載 
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事業指定基準規則第４条と許認可実績・適合方針との比較表（4/7） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万一漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい

液受皿を設ける設計とする。 

なお，連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，

漏えいしたプルトニウムを含む溶液の回収が重力流に

よらない場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観

点から多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを

確実に検知し移送する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 再処理施設の閉じ込めは，取り扱う放射性物質の種

類，性状（気体，液体及び固体）に応じて設計する。 

 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，燃料取出

しピット，燃料貯蔵プール等にステンレス鋼を内張り

する等プール水が漏えいし難い構造とするとともに，

万一燃料貯蔵プール水が漏えいした場合でもプール水

の漏えいを検知し安全に処置できる設計とする。 

 

 

 

ｂ．再処理設備本体 

   せん断処理施設は，せん断粉末が漏えいし難い設計

とする。 

   溶解施設，分離施設，精製施設及び脱硝施設の放射

性物質を内蔵する系統及び機器は，腐食し難い材料を

用い，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し

安全に処置できる設計とする。 

酸及び溶媒の回収施設の放射性物質を内蔵する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，蒸発

缶は減圧下で蒸発を行い運転温度を低くすることによ

り，腐食し難い環境とし，さらに，溶接構造等により

漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に

処置できる設計とする。 

ｃ．製品貯蔵施設 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵容器に

ウラン酸化物を封入し，閉じ込め機能を確保する設計

とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，混合

酸化物貯蔵容器にウラン・プルトニウム混合酸化物を

封入し，閉じ込め機能を確保する設計とする。 

  ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，高レ

ベル廃液濃縮缶は減圧下で蒸発を行い運転温度を低く

することにより，腐食し難い環境とし，さらに，溶接

構造等により漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用い，漏えいし難い構

造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計

とする。 

 

(ｃ) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放射性物質を内蔵

する系統及び機器は，腐食し難い材料を用い，漏えい

し難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置で

及び硝酸ウラニルの混合溶液の無限体系の未臨界濃度

以上のプルトニウムを含む溶液を内包する機器から，

万一漏えいが発生した場合でも臨界とならない漏えい

液受皿を設ける設計とする。 

連続移送の配管から漏えいのおそれがあり，漏えい

したプルトニウムを含む溶液の回収が重力流によらな

い場合は，漏えい検知装置を臨界安全管理の観点から

多重化し，万一漏えいした場合には，漏えいを確実に

検知し移送する設計とする。 

通常の運転状態において無限体系の未臨界濃度以上

のプルトニウムを含む溶液を連続移送する配管から漏

えいのおそれがあり，漏えいしたプルトニウムを含む

溶液の回収が重力流によらない場合は，漏えい液受皿

の集液溝を監視する装置により，漏えいを検知する設

計とする。 

(6) 安全機能を有する施設の閉じ込めは，取り扱う放射

性物質の種類及び性状（気体，液体及び固体）に応じ

て設計する。 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料取出し

ピット，燃料仮置きピット，燃料貯蔵プール，チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット，燃料

移送水路及び燃料送出しピットは，ステンレス鋼を内

張りすることによりプール水が漏えいし難い構造とす

るとともに，万一燃料貯蔵プール水が漏えいした場合

でもプール水の漏えいを検知し安全に処置できる設計

とする。 

ｂ．再処理設備本体 

せん断処理施設は，せん断粉末が漏えいし難い設計

とする。 

 溶解施設，分離施設，精製施設及び脱硝施設の放射

性物質を内包する系統及び機器は，腐食し難い材料を

用いるとともに，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡

大を防止し安全に処置できる設計とする。 

 酸及び溶媒の回収施設の放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏え

いし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。また，酸及び溶媒の回収施設の蒸

発缶は，減圧下で蒸発を行い運転温度を低くすること

により，腐食し難い環境とする設計とする。 

ｃ．製品貯蔵施設 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵容器に

ＵＯ３を封入し，閉じ込め機能を確保する設計とす

る。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，混合

酸化物貯蔵容器にＭＯＸを封入し，閉じ込め機能を確

保する設計とする。 

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏え

いし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。また，高レベル廃液処理設備の高

レベル廃液濃縮缶は，減圧下で蒸発を行い運転温度を

低くすることにより，腐食し難い環境とする設計とす

る。 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏え

いし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。 

(ｃ) 固体廃棄物の廃棄施設 

固体廃棄物の廃棄施設の液体状の放射性物質を内包

する系統及び機器は，腐食し難い材料を用いるととも

に，漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文の適合方針の変更ではない。漏えい検知のための漏え

い液受皿の集液溝を監視する装置についての設計方針を添付

書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計におい

て明確化（記載の明確化）） 
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事業指定基準規則第４条と許認可実績・適合方針との比較表（5/7） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 プルトニウムを含む溶液及び高レベル放射性液体廃棄

物を内蔵する系統及び機器、ウランを非密封で大量に

取り扱う系統、機器、セル等並びにこれらを収納する

構築物は、以下に掲げる事項を満足する換気系統を有

すること。 

① 換気系統は、放射性物質の漏えいを防止できる設計で

あり、かつ逆流を防止できる設計であること。 

② プルトニウムを含む溶液及び高レベル放射性液体廃棄

物を内蔵する系統及び機器、ウランを非密封で大量に

取り扱う系統、機器、セル等並びにこれらを収納する

構築物は、原則として、換気機能により常時負圧に保

たれていること。また、それぞれの気圧は、原則とし

て、構築物、セル等、系統及び機器の順に低くするこ

と。 

③ 換気系統には、フィルタ、洗浄塔等の放射性物質を除

去するための系統及び機器が適切に設けられているこ

と。 

④ 上記２三③の「放射性物質を除去するための系統及び

機器が適切に設けられている」とは、原則として、以

下の各号に掲げる事項が満足されるよう、換気系統が

設計されていることをいう。 

イ 運転時及び停止時においては、公衆の線量が合理的に

達成できる限り低くなるように、放射性物質を含む気

体中の放射性物質の濃度をフィルタ、洗浄塔等によっ

て低減させた後、十分な拡散効果を有する排気筒から

放出すること。 

ロ 放射性物質を含む気体が上記イの低減効果を持つ系統

及び機器を経ずに環境中へ放出されることがないよ

う、負圧維持、換気系統外への漏えい防止及び逆流防

止の機能が確保されていること。ただし、核種によっ

て、その放出に伴う公衆の線量が、合理的に達成でき

る限り低いと判断される場合においては、この限りで

はない。 

ハ 同様に放出による公衆の線量が合理的に達成できる限

り低いと判断される場合においては、主排気筒のみな

らず、局所的な排気筒からの放出も許容される。 

ニ 設計基準事故時においても可能な限り上記ロの負圧維

持、換気系統外への漏えい防止及び逆流防止の機能が

確保されるよう設計されていること。 

ホ 設計基準事故時において、一部の換気系統の機能が損

なわれても、再処理施設全体としては、換気系統の機

能が維持され、公衆に対して著しい放射線被ばくのリ

スクを与えないよう、十分な気体の閉じ込めの機能が

確保されていること。 

 

きる設計とする。 

ｅ．その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置等の機器は，原則としてセル等

に収納し，液体状の放射性物質の漏えいの拡大を防止

し，安全に処置できる設計とする。また，セル等は，

気体廃棄物の廃棄施設により閉じ込め機能を確保でき

る設計とする。 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ⅳ) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内蔵す

る系統及び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う系

統及び機器，セル等並びにこれらを収納する構築物

は，原則として常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，

原則として，構築物，セル等，系統及び機器の順に気

圧が低くなる設計とする。また，気体廃棄物の廃棄施

設は，放射性物質が漏えいし難く，かつ，逆流し難い

設計とし，フィルタ，洗浄塔等により放射性物質を適

切に除去できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

再処理施設は，放射性物質を限定された区域に閉じ

込めるために，放射性物質を内蔵する系統及び機器

は，腐食し難く，漏えいし難い構造とするとともに，

セル，グローブ ボックス及びこれらと同等の閉じ込

め機能を有する施設（以下「セル等」という。）又は

室に収納する設計とする。 

 

 

さらに，放射性物質を内蔵する系統及び機器，セル

等及び室並びにセル等及び室を収納する構築物は，気

体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計とす

る。また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合

には，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計と

する。 

(３) プルトニウムを含む溶液及び高レベル放射性液体廃

棄物を内蔵する系統及び機器並びにウランを非密封で

大量に取り扱う系統及び機器は，気体廃棄物の廃棄施

設により原則として常時負圧に保ち，それらの系統及

び機器からの廃ガスは，洗浄，ろ過等により放射性物

質を合理的に達成できる限り除去した後，主排気筒か

ら放出する設計とする。 

また，セル等，セル等を収納する構築物及びウラン

を非密封で大量に取り扱う系統及び機器を収納する構

築物は，気体廃棄物の廃棄施設により原則として常時

負圧に保ち，排気は，ろ過した後，主排気筒等から放

出する設計とする。さらに，負圧は，原則として構築

物，セル等，系統及び機器の順に気圧が低くなるよう

に設計するとともに，気体廃棄物の廃棄施設は，漏え

いし難く，かつ，逆流し難い設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

全に処置できる設計とする。 

ｅ．その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置及び分析済溶液処理系の機器

は，セル等又は室に収納し，液体状の放射性物質の漏

えいの拡大を防止し，安全に処置できる設計とする。

また，セル等又は室は，気体廃棄物の廃棄施設により

閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(ⅲ) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包す

る系統及び機器，ウランを非密封で大量に取り扱う系

統及び機器，セル等並びにこれらを収納する建屋は，

原則として，常時負圧に保ち，それぞれの気圧は，原

則として，建屋，セル等，系統及び機器の順に気圧が

低くなる設計とする。 

気体廃棄物の廃棄施設は，放射性物質の漏えい及び

逆流を防止する設計とするとともに，フィルタ，洗浄

塔等により放射性物質を適切に除去した後，主排気筒

等から放出する設計とする。 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，

漏えい及び逆流防止の機能が確保される設計とすると

ともに，一部の換気系統の機能が損なわれた場合にお

いても，再処理施設全体として気体の閉じ込め機能を

確保する設計とする。 

 

 

添付書類六 1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する設計 

安全機能を有する施設は，放射性物質を限定された

区域に閉じ込めるために，放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難く，漏えいし難い構造とすると

ともに，セル，グローブボックス及びこれらと同等の

閉じ込め機能を有する施設（以下「セル等」とい

う。）又は室に収納する設計とする。また，粉末状の

放射性物質を非密封で取り扱う場合は，密閉した系統

及び機器内で取り扱う設計とする。 

さらに，放射性物質を内包する系統及び機器，セル

等及び室並びにセル等及び室を収納する建屋は，気体

廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設計とする。

また，万一液体状の放射性物質が漏えいした場合に

は，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

る。 

(３) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包す

る系統及び機器並びにウランを非密封で大量に取り扱

う系統及び機器は，運転切替えに伴う変動時を除き，

気体廃棄物の廃棄施設により常時負圧に保ち，それら

の系統及び機器からの廃ガスは，洗浄，凝縮，吸着及

びろ過により放射性物質を合理的に達成できる限り除

去した後，主排気筒から放出する設計とする。 

また，セル等及びこれらを収納する建屋並びにウラ

ンを非密封で大量に取り扱う系統及び機器を収納する

建屋は，運転切替えに伴う変動時を除き，気体廃棄物

の廃棄施設により常時負圧に保ち，排気は，ろ過した

後，主排気筒から放出する設計とする。 

さらに，それぞれの気圧は，原則として，建屋，セ

ル等，系統及び機器の順に気圧が低くなる設計とする

とともに，気体廃棄物の廃棄施設は，漏えい及び逆流

を防止する設計とする。 

設計基準事故時においても，可能な限り負圧維持，

漏えい及び逆流防止の機能が確保される設計とすると

ともに，一部の換気系統の機能が損なわれた場合にお

いても，再処理施設全体としては，その機能が維持さ

れ，公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

ないよう，気体の閉じ込めの機能を確保する設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定基準規則は，再処理施設安全審査指針を踏まえたも

のであり，新たに追加された要求事項はない。 

 

したがって，当該規則に沿って本文記載事項を修正したとし

ても，記載の明確化に留まる。 

 

本文ロ．項については，記載の明確化として，既許可申請書

添付書類六の記載に沿って「放射性物質を適切に除去できる

設計」及び「放出する排気筒」の具体的な記載を反映してい

る。また，記載の明確化として，設計基準事故時の閉じ込め

の機能の確保の明確化及び構築物を建屋に用語の統一を図っ

ている。 

 

上記を踏まえ，適合方針では、記載の明確化を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（用語・接続詞等の統一）】 

構築物を建屋に用語の統一 

 

 

 

 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

規則に合わせ，排気筒から放出することを記載 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

記載の明確化として，既許可申請書添付書類八の記載に沿っ

て設計基準事故時の閉じ込めの機能の確保を明確化 
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事業指定基準規則第４条と許認可実績・適合方針との比較表（6/7） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 再処理施設の閉じ込めは，取り扱う放射性物質の種

類，性状（気体，液体及び固体）に応じて設計する。 

 

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備及び塔槽類廃ガス処理設備の

放射性物質を内蔵する系統及び機器は，腐食し難い材

料を用い，漏えいし難い構造とし，気体状の放射性物

質の漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計とす

る。また，これらの設備は気体状の放射性物質が漏え

いし難く，かつ，逆流し難い設計とする。 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域よ

り負圧に維持できる設計とし，汚染の程度の低い区域

から高い区域に空気を流すことのできる設計とする。 

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，高レ

ベル廃液濃縮缶は減圧下で蒸発を行い運転温度を低く

することにより，腐食し難い環境とし，さらに，溶接

構造等により漏えいし難い構造とし，漏えいの拡大を

防止し安全に処置できる設計とする。 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内蔵する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用い，漏えいし難い構

造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置できる設計

とする。 

 

ｅ．その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置等の機器は，原則としてセル等

に収納し，液体状の放射性物質の漏えいの拡大を防止

し，安全に処置できる設計とする。また，セル等は，

気体廃棄物の廃棄施設により閉じ込め機能を確保でき

る設計とする。 

添付書類八 

 3. 運転時の異常な過渡変化を超える事象 

 3.2 プルトニウム精製設備のセル内での溶媒火災 

3.2.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

 (２) 影響緩和対策 

   上記の防止対策にもかかわらず，万一，セル内で有機

溶媒火災が発生した場合には，以下の対策により影響緩

和を図る。 

 ｂ．火災時に発生する放射性物質を含む煤煙及び気体は，

精製建屋換気設備のセルからの排気系で放射性物質を除

去した後，主排気筒から放出する設計とする。また，セ

ルへの給気系には逆止ダンパを設け，セル内から精製建

屋内への逆流を防止する設計とする。 

 ｃ．万一，火災によりセルから精製建屋内へ放射性物質を

る。 

(４) プルトニウムを含む溶液及び高レベル廃液を内包す

る系統及び機器並びにウランを非密封で大量に取り扱

う系統及び機器を除く放射性物質を内包する系統及び

機器は，気体廃棄物の廃棄施設により負圧に保ち，そ

れらの系統及び機器からの廃ガスは，洗浄，凝縮及び

ろ過により放射性物質を合理的に達成できる限り除去

した後，主排気筒又は北換気筒から放出する設計とす

る。 

また，セル等及びこれらを収納する建屋は，気体廃

棄物の廃棄施設により負圧に保ち，排気は，ろ過した

後，主排気筒若しくは北換気筒又は低レベル廃棄物処

理建屋換気筒から放出する設計とする。 

さらに，それぞれの気圧は，原則として，建屋，セ

ル等，系統及び機器の順に気圧が低くなる設計とする

とともに，気体廃棄物の廃棄施設は，漏えい及び逆流

を防止する設計とする。 

(6) 安全機能を有する施設の閉じ込めは，取り扱う放射

性物質の種類及び性状（気体，液体及び固体）に応じ

て設計する。 

ｄ．放射性廃棄物の廃棄施設 

(ａ) 気体廃棄物の廃棄施設 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備，高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備及び塔槽類廃ガス処理設備の

放射性物質を内包する系統及び機器は，腐食し難い材

料を用いるとともに，漏えいし難い構造とし，気体状

の放射性物質の漏えいの拡大を防止し安全に処置でき

る設計とする。また，これらの設備は気体状の放射性

物質の漏えい及び逆流を防止する設計とする。 

換気設備は，汚染のおそれのある区域を清浄区域よ

り負圧に維持できる設計とし，汚染の程度の低い区域

から高い区域に空気を流すことのできる設計とする。 

(ｂ) 液体廃棄物の廃棄施設 

高レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏え

いし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。また，高レベル廃液処理設備の高

レベル廃液濃縮缶は，減圧下で蒸発を行い運転温度を

低くすることにより，腐食し難い環境とする設計とす

る。 

低レベル廃液処理設備の放射性物質を内包する系統

及び機器は，腐食し難い材料を用いるとともに，漏え

いし難い構造とし，漏えいの拡大を防止し安全に処置

できる設計とする。 

ｅ．その他再処理設備の附属施設 

分析設備の分析装置及び分析済溶液処理系の機器

は，セル等又は室に収納し，液体状の放射性物質の漏

えいの拡大を防止し，安全に処置できる設計とする。

また，セル等又は室は，気体廃棄物の廃棄施設により

閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

添付書類八 

 3. 運転時の異常な過渡変化を超える事象 

 3.2 プルトニウム精製設備のセル内での溶媒火災 

3.2.2 事故防止対策及び影響緩和対策 

 (２) 影響緩和対策 

上記の防止対策にもかかわらず，万一，セル内で有機

溶媒火災が発生した場合には，以下の対策により影響緩

和を図る。 

ｂ．火災時に発生する放射性物質を含む煤煙及び気体は，

精製建屋換気設備のセルからの排気系で放射性物質を除

去した後，主排気筒を介して放出する設計とする。ま

た，セルへの給気系には逆止ダンパを設け，セル内から

精製建屋内への逆流を防止する設計とする。 

 ｃ．万一，火災によりセルから精製建屋内へ放射性物質を

 

 

（本文の適合方針の変更ではない。プルトニウムを含む溶液

及び高レベル廃液を内包する系統及び機器並びにウランを非

密封で大量に取り扱う系統及び機器以外の放射性物質を内包

する系統及び機器についての設計方針を添付書類六 1.4 

使用済燃料等の閉じ込めに関する設計において明確化（記載

の明確化）） 
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事業指定基準規則第４条と許認可実績・適合方針との比較表（7/7） 

 

①事業指定基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業指定基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
含む煤煙及び気体が漏えいしたとしても，それらの煤煙

及び気体は，精製建屋換気設備の汚染のおそれのある区

域からの排気系にて放射性物質を除去した後，主排気筒

から放出する設計とする。また，精製建屋換気設備の精

製建屋給気系の送風機下流には建屋給気閉止ダンパを設

け，外部電源喪失時には給気を閉鎖し精製建屋内が正圧

になることを防止し，建屋給気閉止ダンパについては，

単一故障により機能喪失することのない設計とする。 

含む煤煙及び気体が漏えいしたとしても，それらの煤煙

及び気体は，精製建屋換気設備の汚染のおそれのある区

域からの排気系にて放射性物質を除去した後，主排気筒

を介して放出する設計とする。また，精製建屋換気設備

の精製建屋給気系の送風機下流には建屋給気閉止ダンパ

を設け，外部電源喪失時には，外部電源の喪失を検知

し，建屋給気閉止ダンパを閉止する回路である安全保護

回路によって給気を閉鎖し精製建屋内が正圧になること

を防止する設計とし，建屋給気閉止ダンパについては，

単一故障により機能喪失することのない設計とする。 
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